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第
二
十
六
条
の
三
第
一
項
第
四
号
中
「
有
効
期
間
」
の

下
に「（
回
送
運
行
許
可
番
号
標
に
あ
つ
て
は
、
金
属
製
の

も
の
か
合
成
樹
脂
製
の
も
の
か
の
別
を
含
む
。）」を
加
え
、

同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
各
号
列
記
以
外
の
部

分
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
前
項
第
四
号
の
数
の
回
送
運

行
許
可
証
及
び
回
送
運
行
許
可
番
号
標
を
必
要
と
す
る
こ

と
を
証
す
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
る
。

第
二
十
六
条
の
五
中
「
次
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
」
を
「
合
成
樹
脂
製
の
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
の
六
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

回
送
運
行
許
可
番
号
標
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

金
属
製
の
も
の
又
は
合
成
樹
脂
製
の
も
の
で
あ
る

こ
と
。

二

使
用
に
十
分
耐
え
る
厚
さ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。

三

金
属
製
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
使
用
に
十
分
耐
え

る
硬
度
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四

腐
食
、
さ
び
又
は
亀
裂
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

五

塗
装
の
色
が
変
わ
り
又
は
あ
せ
る
お
そ
れ
の
少
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六

塗
膜
の
•

げ
落
ち
又
は
亀
裂
の
生
ず
る
お
そ
れ
の

少
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
二
十
六
条
の
六
第
三
項
を
削
る
。

第
五
号
様
式
備
考
^
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

^
金
属
製
の
回
送
運
行
許
可
番
号
標
に
あ
つ
て

は
、
文
字
は
、
浮
き
出
し
と
す
る
こ
と
。

第
五
号
様
式
備
考
e
中「

第
二
十
六
条
の
六
第
三
項
の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
」

を「
合
成
樹
脂
製
の
」

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

８

法
附
則
第
三
十
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
規

模
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
当
該
国

際
拠
点
港
湾
の
港
湾
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る

も
の
と
す
る
。

一

埠
頭
を
構
成
す
る
係
留
施
設
の
総
延
長
が
お
お
む

ね
千
メ
ー
ト
ル

二

少
な
く
と
も
一
の
係
留
施
設
等
（
外
国
コ
ン
テ
ナ

貨
物
定
期
船
（
一
定
の
日
程
表
に
従
つ
て
就
航
す
る

コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
運
送
に
係
る
外
国
貿
易
船
を
い

う
。）の
使
用
の
一
単
位
に
係
る
埠
頭
を
構
成
す
る
係

留
施
設
及
び
荷
さ
ば
き
地
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て

同
じ
。）の
前
面
の
泊
地
の
水
深
が
十
五
メ
ー
ト
ル

三

少
な
く
と
も
一
の
前
号
に
掲
げ
る
規
模
以
上
の
係

留
施
設
等
を
含
む
連
続
す
る
三
の
係
留
施
設
等
の
奥

行
き
（
当
該
係
留
施
設
等
の
総
面
積
（
単
位

平
方

メ
ー
ト
ル
）
を
当
該
係
留
施
設
等
に
係
る
係
留
施
設

の
総
延
長
（
単
位

メ
ー
ト
ル
）
で
除
し
て
得
た
も

の
を
い
う
。）が
お
お
む
ね
五
百
メ
ー
ト
ル

９

法
附
則
第
三
十
一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

情
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

当
該
国
際
拠
点
港
湾
に
お
け
る
年
間
の
コ
ン
テ
ナ

取
扱
量
及
び
コ
ン
テ
ナ
貨
物
の
取
扱
い
に
よ
る
地
域

経
済
の
発
展
に
対
す
る
寄
与
の
程
度
が
、
国
民
経
済

上
特
に
重
要
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
埠
頭
の
機
能
の
高
度
化
に
よ
る
当
該
国
際
拠

点
港
湾
の
運
営
の
効
率
化
を
図
る
た
め
、
港
湾
管
理

者
そ
の
他
の
行
政
機
関
と
当
該
埠
頭
の
運
営
者
そ
の

他
の
民
間
事
業
者
と
の
連
携
協
力
体
制
が
整
備
さ
れ

る
こ
と
。

三

当
該
埠
頭
の
利
用
の
効
率
化
及
び
高
度
化
を
図
る

た
め
の
情
報
シ
ス
テ
ム
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
。

四

当
該
埠
頭
と
道
路
法
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る

高
速
自
動
車
国
道
又
は
同
法
第
五
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
一
般
国
道
と
の
連
絡
が
確
保
さ
れ
る
こ

と
。

五

当
該
埠
頭
の
近
傍
に
お
い
て
、
輸
送
、
保
管
、
荷

さ
ば
き
、
流
通
加
工
そ
の
他
の
物
資
の
流
通
に
係
る

業
務
を
行
う
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地
の
確

保
が
容
易
で
あ
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運

営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
土
交
通
省
令
第
八
十
号

港
湾
法
及
び
特
定
外
貿
埠
頭
の
管
理
運
営
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
九

号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
十
項
及
び
附
則
第
三
十

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

港
湾
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

港
湾
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
九
十

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。）中
「
第
二
条
の
二
第

一
項
」
を
「
第
二
条
第
十
項
」
に
改
め
、第
七
号
を
削
り
、

第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
第
五
号
を
第
七
号
と
し
、
第
四

号
を
第
六
号
と
し
、
同
条
第
三
号
中
「
前
二
号
」
を
「
前

各
号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
中
第

二
号
を
第
三
号
と
し
、同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

旅
客
施
設

第
一
条
の
二
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二

野
積
場

第
一
条
の
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

移
動
式
施
設

第
一
条
の
三
か
ら
第
一
条
の
五
ま
で
を
削
り
、
第
一
条

の
六
を
第
一
条
の
三
と
し
、
第
一
条
の
七
を
第
一
条
の
四

と
す
る
。

第
十
五
条
の
二
の
四
中
「
重
要
国
際
埠
頭
施
設
」を「
重

要
国
際
埠ふ

頭
施
設
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
の
十
第
一
項
中「
外
国
貿
易
船
」の
下
に「（
外

国
貿
易
の
た
め
本
邦
と
外
国
の
間
を
往
来
す
る
船
舶
を
い

う
。
以
下
同
じ
。）」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
四
第
一
号
ニ
中
「
道
路
法
」
の
下
に「（
昭

和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）」を
加
え
る
。

〇
金
融
庁
告
示
第
百
十
号

銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第

十
七
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
銀
行
法
施
行
令

第
十
七
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を
適
用

し
な
い
金
融
庁
長
官
の
権
限
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
四

年
三
月
金
融
庁
告
示
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

金
融
庁
長
官

畑
中
龍
太
郎

第
五
条
の
表
の
銀
行
代
理
業
者
の
欄
中
「
中
央
三
井
信

託
銀
行
株
式
会
社
」
の
次
に
「
み
ず
ほ
信
託
銀
行
株
式
会

社
」
を
加
え
る
。

〇
金
融
庁
告
示
第
百
十
一
号

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
六
号
）
第
四
十
三

条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
金
融
機
関
の
信

託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
四
十
三
条

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
く
金
融
庁
長
官
が
指
定

す
る
も
の
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官
が
別
に
定
め
る
も
の
を

次
の
よ
う
に
定
め
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

な
お
、
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法

律
施
行
規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基

づ
く
金
融
庁
長
官
が
別
に
指
定
す
る
も
の
を
定
め
る
件

（
平
成
十
一
年
四
月
金
融
監
督
庁
告
示
第
十
五
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日

金
融
庁
長
官

畑
中
龍
太
郎

金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
第
四
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
金
融
機

関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成

五
年
政
令
第
三
十
一
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
金
融
庁
長
官
が
指
定
す
る
も
の
そ
の
他
の
金
融
庁
長
官

が
別
に
定
め
る
も
の
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長

官
の
指
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
金
融
機
関
と
す
る
。

〇
法
務
省
告
示
第
五
百
一
号

新
潟
県
十
日
町
市
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
が
滅
失
し

た
。平

成
二
十
三
年
十
一
月
七
日法

務
大
臣

平
岡

秀
夫

新
潟
県
中
魚
沼
郡
田
澤
村
己
千
五
百
十
六
番
地北

村

春
子

〇
法
務
省
告
示
第
五
百
二
号

大
阪
市
西
区
役
所
保
存
の
次
の
除
籍
の
一
部
が
滅
失
し

た
た
め
、
こ
れ
を
再
製
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
次
に
掲

げ
る
者
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
七
日
ま
で
に
、
同
区

長
に
対
し
て
、
次
の
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

一

当
該
除
籍
に
関
係
の
あ
る
戸
籍
の
届
出
、
報
告
、
申

請
、
請
求
若
し
く
は
嘱
託
を
し
、
又
は
戸
籍
に
記
載
を

要
す
る
書
類
を
提
出
し
た
者
は
、
そ
の
事
項
を
更
に
申

し
出
る
こ
と
。

二

前
項
に
掲
げ
る
除
籍
の
謄
本
、
抄
本
又
は
戸
籍
に
記

載
し
た
事
項
に
関
す
る
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
現
に

所
持
す
る
者
は
、
こ
れ
を
提
示
す
る
こ
と
。

注

意

一

申
出
は
、
口
頭
で
も
差
し
支
え
な
い
。

二

申
出
の
手
続
に
つ
い
て
分
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
れ

ば
、
西
区
役
所
又
は
大
阪
法
務
局
に
照
会
す
る
こ
と
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日法

務
大
臣

平
岡

秀
夫

大
阪
市
港
区
九
條
町
五
百
二
十
三
番
屋
敷
一
号永

木

弥
吉

〇
法
務
省
告
示
第
五
百
三
号

左
記
の
者
の
申
請
に
係
る
日
本
国
に
帰
化
の
件
は
、
こ

れ
を
許
可
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
七
日法

務
大
臣

平
岡

秀
夫

™


		2011-11-07T00:11:53+0900
	C=JP, O=National Printing Bureau, CN=Vice President
	国立印刷局
	（なし）


		2011-11-07T00:15:13+0900
	e-timing EVIDENCE 3161
	AMANO Time Stamp Service




